
２０２６年秋入学生対象 

東洋大学に入学するにあたっての入学手続（在留資格等）について 

 
Ⅰ．共通事項 

（１）本学に入学する外国人学生（日本国以外の国籍を有する者）は２０２６年９月１６日時点で「留学」また

は他の中長期在留資格を有していることが必要です。「短期滞在」の在留資格で本学に入学することはで

きません。入学取消しについては下記「Ⅱ（１）」または「Ⅲ（２）」の内容を必ず確認してください。 

（２）本学に入学を許可された外国人学生は、「留学」の在留資格を申請することができます（※）。 

※学部生の場合 

・第２部・イブニングコース（夜）に入学の外国人学生は、在留資格「留学」を取得することができま

せん。 

※大学院生の場合 

・経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻中小企業診断士登録養成コースに入学の外国人学生は、

在留資格「留学」を取得することができません。 

・本学では２０２６年８月に実施する入学試験の在留資格認定証明書の代理申請は行いません。 

（３）外国人留学生対象の授業料減免、奨学金受給等の制度は、在留資格が「留学」の外国人学生が申請できる

ものです。日本に長期に滞在できる「留学」以外の在留資格でも入学・在学することはできますが、その

場合は外国人留学生対象の授業料減免、奨学金受給等の制度は利用できません。外国人留学生対象の制度

利用を希望する場合は、在留資格変更許可申請を行ってください。 

（４）本学への入学にかかる手続として、各キャンパスで実施する事前手続・オリエンテーション・就学手続は

必ず行ってください。なお、学部・研究科・専攻によっては、別途事前手続を行う場合がありますので、

その際はその手続も必ず行ってください。 

（５）本学への入学手続を完了した後に、やむを得ない理由により入学辞退を希望し、期日までに所定の手続に

より届出をした者には、入学金を除く納付金を返還します。 

（６）在留資格申請にかかる所定の手続、再申請、取消訴訟等により、授業を欠席する等に伴う不利益について、

本学は一切の責任を負わないものとしますので、ご留意ください。 

（7）入国前に必要な情報は、Webサイト（https://www.toyo.ac.jp/academics/international-

exchange/enroll/prearrival/）でお知らせしますので、必ずご確認ください。 

 

 

Ⅱ．有効な在留資格がある場合（日本に居住している方） 

※「短期滞在」の在留資格では、大学に在籍することができません。入学前に中長期の在留資格を取得する

必要がありますので、「Ⅲ．有効な在留資格がない場合」と同じ手続を行ってください。 

 

「留学」または他の中長期在留資格を有している場合においても、現在の在留資格期限に応じて在留期間

更新申請または在留資格変更申請を行ってください。ただし、各学校修了（卒業）後、本学入学前までに 3

か月以上留学の活動を行わない期間がある場合は、「Ⅲ．有効な在留資格がない場合（日本に居住していな

い方）」と同じ手続を取ってください。 

（１）２０２６年９月１６日時点で、「留学」または他の中長期在留資格を取得していない場合（「在留期間更新

申請中」または「在留資格変更申請中」は除きます。）は、本学への入学許可は２０２６年９月１５日付けで

取り消しとなります。この場合は、所定の手続を行うことで入学金を除く納付金を返還します。 

※「在留期間更新申請中」、「在留資格変更申請中」には再申請又は取消訴訟にかかる期間を含みます。 

（２）２０２６年９月１６日時点で、「在留期間更新申請中」または「在留資格変更申請中」の場合で、２０２６

年１１月１５日までに在留期間更新許可又は在留資格変更許可が確認できない場合は、本学が定める日付で

除籍となります。この場合は、所定の手続を行うことで、入学金を除く納付金を返還します。 

※「在留期間更新申請中」、「在留資格変更申請中」には再申請又は取消訴訟にかかる期間を含みます。 

（３）入学前に「留学」の在留期間の更新をする必要がある場合、もしくは他の中長期在留資格から「留学」に

在留資格の変更を希望する場合、東洋大学が出入国在留管理庁へオンライン申請を行います。現在の在留資

格期限に応じて各自で手続を行ってください。 

 

 

Ⅲ．有効な在留資格がない場合（日本に居住していない方） 

本学に入学するには２０２６年９月１６日時点で、「留学」もしくは他の中長期在留資格を有しているこ

とが必要です。手続に時間がかかる場合でも、２０２６年１０月１５日までに、在留資格認定証明書の交付

およびビザ（査証）の発給を受けて来日し、本学に在留カードを提出し、所定の手続を完了させる必要があ
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ります。 

（１）在留資格認定証明書の代理申請について 

① 所定の入学手続が完了した時点で、本学指定の行政書士を通して出入国在留管理庁に対し「在留資格

認定証明書交付」の代理申請を行うことができます。出入国在留管理庁による審査の後、「在留資格認

定証明書」が交付されます。その後、PUGS（東洋大学在留資格申請システム）から各自ダウンロー

ドし、ただちに自国または在住国の在外日本公館にてビザ（査証）の発給手続を行ってください。 

② 代理申請には「在留中の経費支弁能力を証する書類」が必要です。準備には時間を要する場合がある

ため、あらかじめ十分な時間的余裕をもって準備をしてください。 

③ 2025 年 10 月時点で、フィリピン・ベトナム・ネパールの国籍を有する方は、「結核非発病証明書」

の提出が必要となります。必ず以下のサイトをご確認ください。厚生労働省ホームページ（入国前結

核スクリーニング）https://jpets.mhlw.go.jp/jp/ 

④ 過去に日本に滞在し、日本語学校等に在籍したことがある場合、その時の日本語学校等の出席状況も

審査の対象となります。出席率および成績取得状況が不良の場合、「在留資格認定証明書」が不交付に

なる可能性がありますので、ご注意ください。 

⑤ 在留資格認定証明書については出入国在留管理庁が、ビザ（査証）取得については在住国の在外日本

公館がそれぞれ審査を行います。 

⑥ 不交付、不発給となった場合について、大学は一切責任を負いません。なお、在留資格認定証明書不

交付に伴う再申請の代理申請は行いません。 

⑦ 日本国内で在留資格「短期滞在」から「留学」に資格変更することは原則できません。必ず自国また

は在住国の在外日本公館よりビザ（査証）の発給を受けてから来日してください。 

⑧ 本学では２０２６年８月に実施する入学試験の在留資格認定証明書の代理申請は行いません。 

（２）２０２６年１０月１５日までに、在留カードの取得が確認できない場合は、再申請、取消訴訟等にかかる

期間を含む一切の理由にかかわらず、本学への入学許可は２０２６年９月１５日付けで取り消しとなります。

この場合は、所定の手続を行うことで入学金を除く納付金を返還します。 

（３）２０２６年１０月１５日までに、在留カードを取得しているにもかかわらず、所定の手続を行わなかった

場合は、２０２６年１０月１５日付けで除籍となります。この場合は、入学金および納付金（秋学期分）は

返還しません。 

 

手続の方法等の詳細は、合格発表後「入学手続のしおり」でお知らせします。 
 

２０２６年５月１日 

東 洋 大 学 

 

 

●入学手続に関するお問い合わせ先 
合格研究科 問い合わせ先 

経営学研究科 経営学部教務課 https://forms.gle/GsMVF7eBMiD9yDSX7 

経済学研究科 経済学部教務課 https://forms.gle/fWNgdwya28bxXaZK6  

国際学研究科 国際学部教務課 ml-grs-kyomu@toyo.jp 

国際観光学研究科 国際観光学部教務課 ml-itm-kyomu@toyo.jp 

理工学、総合情報学研究科 川越教学課 mlkdaigakuin@toyo.jp 

生命科学、食環境科学研究科 朝霞事務課 mllfinkyomu@toyo.jp 

情報連携学研究科 赤羽台事務課 ml-iniad-em@toyo.jp 

 

●在留資格、ビザ（査証）等に関するお問い合わせ先 
問い合わせ先 

東洋大学在留資格サポートオフィス toyo-pugs@tugs.co.jp 
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